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Ⅰ はじめに 

１．統一的な基準による地方公会計制度導入の背景 

従来の地方公共団体の財政指標は、経常収支比率など現金収支にかかる情報が中心でした。

そのような中で、平成12年4月1日に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す

る法律（地方分権一括法）」が施行され、地方分権の加速と歩調を合わせ、地方公共団体は

既存の財政指標だけでなく、資産や負債などの情報やコストを意識し、財政状況を総合的か

つ長期的に把握するために企業会計的手法の導入が必要とされるようになってきました。 

そこで総務省（旧自治省）は、「地方公共団体の総合的な財政分析に関する調査研究会報

告書」を公表し、自治体の貸借対照表（バランスシート）の統一的な作成方法を明らかにし

ました。（この報告書に基づく財務書類の作成方法を「旧総務省モデル」と呼びます。） 

これを受けて福崎町でも、旧総務省モデルに基づき、平成11年度から作成・公表をしてい

ます。 

その後、平成17年12月に閣議決定された「行政改革の重要方針」においては、政府資産・

債務改革に取り組むとともに、地方においても国と同様に資産・債務改革に積極的に取り組

むこととされ、平成18年8月の総務省通知「地方公共団体における行政改革の更なる推進のた

めの指針」において地方公会計改革として、発生主義・複式簿記の考え方を取り入れた公会

計の整備方針が示されました。 

そして、平成19年10月の総務省自治財政局長通知「公会計の整備推進について」では、地

方公共団体においては「新地方公会計制度研究会報告書」等を活用して「貸借対照表」、「行

政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」の財務書類４表を作成し、

公表することとされたことを踏まえ、「総務省方式改訂モデル」を用いて、平成21年度決算

から財務書類４表を作成・公表しています。 

さらに、平成27年1月の総務大臣通知「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」

で、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を参考とした「統一的な基準による財務

書類等」を原則として平成27年度から平成29年度までの３年間で全ての地方公共団体におい

て作成し、固定資産台帳も合わせて整備するよう方針が示されたため、福崎町でも平成28年

度決算から「統一的な基準による地方公会計」を用いて、財務書類４表を作成・公表するこ

ととしました。 
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２．統一的な基準による地方公会計制度導入の効果 

 統一的な基準による財務書類等を作成・公表する効果として、 

１ 透明性の向上、説明責任の履行 

   企業会計に準じた財務諸表を作成することで、資産や負債といったストック情報や減

価償却費といった現金収支を伴わない費用の情報が明らかになり、行政運営の結果を詳

しくお知らせすることができます。 

２ 財政指標の設定 

   貸借対照表や固定資産台帳を活用し、資産老朽化比率を算出することにより、老朽化

対策の優先順位を検討する参考資料となります。 

   また、資産形成に係る指標だけでなく、世代間公平性や持続可能性（健全性）、効率

性、弾力性、自律性等の指標を設定することによって、より多角的な視点からの分析を

行うことが可能となります。 

３ 適切な資産管理 

   固定資産台帳の情報を活用することにより、一定の条件下で将来の施設更新必要額を

推計することができ、公共施設等の老朽化対策の課題を広く住民や議会と共有すること

ができます。  

また、売却可能資産の把握により、資産の売却・活用を促進させることができます。 

３．財務書類４表の構成と目的 

名  称 目   的 
貸借対照表 
（BS：Balance Sheet） 

基準日における資産、負債及び純資産の状態を明らかにしま

す。 
行政コスト計算書 
（ PL ： Profit and Loss 
statement） 

１年間の行政活動に伴う費用と、その財源としての収入及び

収支差額を表示し、住民等の負担と受益のバランスを明らか

にします。 
純資産変動計算書 
（NW：Net Worth statement） 

貸借対照表における純資産の１年間の変動状況を明らかにし

ます。 
資金収支計算書 
（CF：Cash Flow statement ） 

１年間の活動区分ごとの資金収支状況を表示し、現金（キャ

ッシュ）がどのように増減したかを明らかにします。 

４．財務書類４表の関係 
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Ⅱ 一般会計等財務書類 

１.作成の基本的前提 

１ 財務書類の作成基礎 

「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」

は総務省「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づいて作成しています。 

２ 対象会計範囲 

一般会計等（介護施設分を含む。）を対象としています。 

３ 対象年度 

対象年度は令和３年度で令和4年3月31日を作成基準日としています。なお、出納整理期

間における出納については、当会計年度に係る出納整理期間（令和4年4月1日～令和4年5

月31日）における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としてい

ます。 

４ 減価償却 

⑴ 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

    ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

     ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

 イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

  取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

  取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

  ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

   ※土地については、平成 28 年 4 月 1 日で評価計算しています。有形固定資産の内、用地調書、決

算報告書等で確認できるものは全て取得価額を登録しています。 

    物品については、取得価額が 50 万円以上、リース資産（ファイナンスリース）については、リ

ース料総額が 300 万円を超えるものを登録しています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

  取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

  取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

⑵ 有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

  建物    6 年～50年 

  工作物   3 年～60年 

  物品    4 年～11年 
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２．貸借対照表の説明 【㊖P1 貸借対照表 P2 住民1人当たり】 

貸借対照表は、会計年度末（基準日）時点で、地方公共団体がどのような資産を保有して

いるのかと（資産保有状況）、その資産がどのような財源でまかなわれているのかを（財源

調達状況）対照表示した財務書類です。貸借対照表により、基準日時点における地方公共団

体の財政状態（資産・負債・純資産といったストック項目の残高）が明らかにされます。 

「資産」は、①将来の資金流入をもたらすもの、②将来の行政サービス提供能力を有する

ものに整理されます。 

「負債」とは、将来、債権者に対する支払や返済により地方公共団体から資金流出をもた

らすものであり、地方債がその主たる項目です。 

また、「純資産」は、資産と負債の差額であり、固定資産等形成分と余剰分（不足分）に

分けられます。 

 

〔資産の部〕 

福崎町が有する資産を金額化したもので、資産合計は443億1,533万4千円となっています。

前年度に比べ1億2,543万円増加しています。 

１ 固定資産〔422億2,596万8千円：前年度比△3億3,678万3千円〕 

（1）有形固定資産（401億3,872万1千円：前年度比△4億1,569万5千円）【㊖P7 附属明細

書(1)資産項目の明細①有形固定資産の明細、②有形固定資産の行政目的別明細】 

有形固定資産は、「事業用資産」、「インフラ資産」及び「物品」に分類して計上

しています。「事業用資産」は、インフラ資産及び物品以外の有形固定資産をいいま

す。「インフラ資産」は、「土地」、「建物」、「工作物」及び「建設仮勘定」に分

類して計上しています。 

前年度に比べ4億1,569万5千円減少しているのは、減価償却の進行により11億9千万

円程度減少した一方で、事業用資産の土地が辻川界隈駐車場用地購入等により1,636

万5千円増加、建物が福崎小学校北校舎長寿命化改修工事、エルデホールメインホール

舞台照明設備改修工事等で4億2,777万3千円増加、建設仮勘定が福崎小学校北校舎長寿

命化改修工事の完了により1億5,227万5千円減少、インフラ資産の工作物が道路改修、

福崎浄化センター修景施設公園整備等で3億8,476万1千円増加、インフラ資産の工作物

が道路廃止等により3,849万7千円減少、建設仮勘定が橋梁改修の完了等で1,214万7千

円減少したためです。 

㊖P7 附属明細書②有形固定資産の行政目的別明細を見ますと、生活インフラ・国土

保全が最も多く、全体の56.9％を占めています。これは、福崎町が今までに道路整備

等に重点を置いてきたことを意味しています。 

 

２ 投資その他の資産〔20億8,724万7千円：前年度比＋7,891万2千円〕 

（1）投資及び出資金（9億1,062万6千円：前年度比＋4,300万円） 

【㊖P8 ③投資及び出資金の明細】 

公営企業会計や外郭団体への出資金等です。主な内訳は、水道事業会計が5億8,830

万円、下水道事業会計が2億7,289万3千円、㈱もちむぎ食品センター1,555万円、兵庫

県信用保証協会1,487万2千円などとなっています。 

前年度に比べ4,300万円増加しているのは、下水道事業会計出資金が増加したためで

す。 
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 （2）投資損失引当金（△1,413万8千円）【㊖P8 ③投資及び出資金の明細】 

    出資金等の内、実質価額が出資金額を下回っているものを計上しています。㈱もち

むぎ食品センターが該当します。 

（3）長期延滞債権（6,132万6千円：前年度比△726万1千円） 

【㊖P11 ⑥長期延滞債権の明細】 

納付期限や回収期限から１年以上経過しているにもかかわらず、収入されていない

町税や公営住宅使用料、給食費などの債権を計上しています。 

長期滞納債権の回収が進んだため、前年度に比べ726万1千円減少しています。 

（4）長期貸付金（1億4,232万8千円：前年度比△600万円）【㊖P10 ⑤貸付金の明細】 

主に、もちむぎ食品センター再建貸付金5,700万円やJR播但線電化・高速化整備事業

貸付金8,532万8千円で、返済期限が未到来のものです。 

前年度に比べ600万円減少しているのは、もちむぎ食品センター再建貸付金の回収が

進んだのが要因です。 

返済期限が到来しているにもかかわらず回収されていない貸付金は、「未収金」又

は「長期延滞債権」に計上しています。 

（5）基金（9億9,196万6千円：前年度比＋4,802万円）【㊖P9 ④基金の明細】 

基金のうち、目的があって積立てているものを計上しています。主なものでは、福

祉基金やふるさと応援基金などがあります。また、土地開発基金は、土地と現金の合

計額を計上しています。 

前年度に比べ4,802万円増加しているのは、福祉基金が1,151万8千円減少、農業農村

活性化基金が943万円減少、ふるさと応援基金が3,512万5千円増加、交通安全対策基金

が3,500万円増加したのが主な要因です。 

（6）徴収不能引当金（△486万1千円：前年度比△70万3千円） 

【㊖P11 ⑥長期延滞債権の明細】 

貸付金及び長期延滞債権のうち、徴収不能となることが見込まれる金額を、過去５

年間の不納欠損実績率を基に算定し、マイナス値で計上しています。 

長期滞納債権の回収が進んだため、前年度に比べ70万3千円減少しています。 

 

３ 流動資産〔20億8,936万6千円：前年度比＋4億6,221万3千円〕 

（1）現金預金（3億1,492万4千円：前年度比＋3,078万5千円） 

令和4年3月末時点で手元にある現金（歳計現金・歳計外現金）の合計です。なお、

歳計外現金(1,500万4千円)は、負債の部、流動負債の「預り金」にも計上しています。

歳計現金の増加により、前年度に比べ3,078万5千円増加しています。 

 

(2）未収金（1,758万4千円：前年度比△1,699万9千円）【㊖P11 ⑦未収金の明細】 

町税や使用料などの収入未済額のうち、令和3年度調定分にかかるものについて計上し

ています。1年を超えて回収されていないものは、「長期延滞債権」として投資その他の

資産に計上しています。また、長期延滞債権と同様に徴収不能となることが見込まれる

額については、徴収不能引当金(△57万6千円)として計上しています。 
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（3）基金（17億5,743万4千円：前年度比＋4億4,823万4千円）【㊖P9 ④基金の明細】 

   将来の収支不足や投資事業に備える基金である財政調整基金の令和3年度末残高を計

上しています。令和3年度は財政調整基金及び減債基金を積立てたため、前年度に比べ4

億4,823万4千円増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

貸借対照表の資産の部を前年度と比較すると、事業用資産が辻川観光用駐車場用地取得や

福崎小学校北校舎長寿命化改修等により3億1,343万1千円増加、インフラ資産も道路改修等に

より3億9,025万7千円増加、物品も防災行政無線戸別受信機導入工事等で6,654万4千円増加し

ていますが、減価償却累計額が11億8,592万7千円増加しており、有形固定資産全体では4億

1,569万5千円の減少となっています。 

投資その他の資産は、長期延滞債権(△726万1千円)及び長期貸付金(△600万円)は減少して

いますが、出資金が下水道事業会計出資金の増により4,300万円増加、その他基金がふるさと

応援基金の増等により4,802万円増加したため、投資その他の資産全体では7,891万2千円の増

加となっています。 

流動資産は、単年度収支の黒字による歳計現金の増により現金預金が3,078万5千円増加、

基金が財政調整基金と減債基金を積立てたことにより4億4,823万4千円増加したため、流動資

産全体では4億6,221万3千円の増加となっています。 

 

〔負債の部〕 

負債合計は123億9,651万3千円となっています。 

１ 固定負債〔111億8,915万1千円：前年度比△2億7,680万9千円〕 

（1）地方債（102億6,332万8千円：前年度比△2億3,716万9千円） 

地方債残高113億4,945万7千円のうち、令和5年度以降に償還予定である金額を計上

しています。令和4年度に償還予定の10億8,612万9千円は流動負債の１年内償還予定地

方債に計上しています。 

 

（2）退職手当引当金（9億2,582万3千円：前年度比△3,964万円） 

【㊖P14 ⑤引当金の明細】 

年度末において、在籍する全職員が自己都合により退職するものと仮定した場合に

支給すべき退職手当の額から翌年度支払予定退職手当の額を除いた額を退職手当引当

金として計上しますが、退職手当組合加入団体は、財政健全化法の算定における退職
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手当支給予定額に係る負担見込額を用いることが認められています。当町は退職手当

組合に加入していますので、健全化判断比率の退職手当負担見込額（退職手当支給予

定額に組合積立不足額を加算した額）を計上しています。 

退職による職員の入替等により、前年度に比べ3,964万円減少しています。 

 

２ 流動負債〔12億736万2千円：前年度比＋7,166万5千円〕 

（1）翌年度償還予定地方債（10億8,612万9千円：前年度比＋7,412万円） 

令和4年度に支払う地方債の元金償還金予定額を計上しています。 

臨時財政対策債(＋1,640万円)、小学校整備事業(＋2,035万4千円)、福崎駅周辺整備

事業(＋4,802万8千円)に係る地方債の増加等により、前年度に比べ7,412万円増加して

います。 

（2）賞与等引当金（1億622万9千円：前年度比△564万7千円）【㊖P14 ⑤引当金の明細】 

翌年度6月支給予定の期末勤勉手当及びそれらに係る法定福利費相当額の見込額に

ついて、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分(12月から3月までの4か月分)を計

上しています。職員の入替等により、前年度に比べ564万7千円減少しています。 

 （3）預り金〔1,500万4千円：前年度比＋319万2千円〕 

    預り金は、歳計外現金の令和3年度末残高を計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  貸借対照表の負債の部を前年度と比較すると、固定負債は、地方債が2億3,716万9千円減

少、職員の入替等により退職手当引当金が3,964万円減少しているため、固定負債全体では

2億7,680万9千円の減少となっています。流動負債は、臨時財政対策債の増加等により令和

4年度に償還する1年内償還予定地方債が7,412万円増加、賞与引当金が564万7千円減少、預

り金が319万2千円増加しているため、流動負債全体では7,166万5千円の増加となっていま

す。 

 

〔資産の部〕 

資産から負債を引いた額が純資産で、319億1,882万1千円となっています。前年度に比べ

3億3,057万4千円増加しています。負債が将来世代の負担であるのに対し、純資産は今まで

の世代が負担してきた額といえます。 

 

１ 固定資産等形成分〔439億2,693万6千円：前年度比＋1億1,800万8千円〕 

固定資産等形成分は、資産形成のために充当した資源の蓄積をいい、原則として金銭

以外の形態（固定資産等）で保有されます。言い換えれば、地方公共団体が調達した資
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金を充当して資産形成を行った場合、その資産の残高（減価償却累計額の控除後）を意

味します。 

財政調整基金の増加等のため、前年度に比べ1億1,800万8千円増加しています。 

 

２ 余剰分（不足分）〔△120億811万5千円：前年度比＋2億1,256万6千円〕 

余剰分（不足分）は、地方公共団体の消費可能な資源の蓄積をいい、原則として金銭

の形態で保有されます。 

地方債の減による負債の減少等により、前年度に比べ2億1,256万6千円増加しています。 

 

３．行政コスト計算書の説明【㊖P3 行政コスト計算書 ㊖P4 住民1人当たり】 

行政コスト計算書は、一会計期間において、資産形成に結びつかない経常的な行政活動に

係る費用（経常的な費用）と、その行政活動と直接の対価性のある使用料・手数料などの収

益（経常的な収益）を対比させた財務書類です。これにより、その差額として、地方公共団

体の一会計期間中の行政活動のうち、資産形成に結びつかない経常的な活動について税収等

でまかなうべき行政コスト（純行政コスト）が明らかにされます。 

行政コストは、性質別で表示しています。経常費用は、毎会計年度、経常的に発生するも

のをいい、「業務費用」及び「移転費用」に分類しています。業務費用は、「人件費」、「物

件費等」及び「その他の業務費用」に分類して計上しています。「移転費用」は、「補助金

等」、「社会保障給付」、「他会計への繰出金」及び「その他」に分類して計上しています。

補助金や負担金などを通じて町以外の主体に移転して最終的な効果が発生するコストのこと

です。 

令和3年度の福崎町の経常費用は83億3,949万8千円でした。これに対する経常収益は4億

7,736万8千円で、費用に対する収益の割合は5.7％となっています。 

経常費用は補助費等の特別定額給付金給付事業の終了等により、前年度に比べ11億8,845

万7千円の大幅な減少となっています。 

経常費用に臨時損失を含め、経常収益・臨時利益を差し引いた純行政コストは78億5,840

万5千円となっており、この額が町税や交付金、補助金などで賄われていることになります。 

前年度に比べ14億5,849万8千円減少しています。 

 

１ 性質別のコスト比較 

性質別にみると、医療費などの社会保障給付や他会計等への支出額といった「移転支

出的なコスト」が41億7,720万円で経常費用の50.1％を占めています。他会計等への支出

額は、下水道事業や、国民健康保険、介護保険などが主な支出先です。 

ついで、物件費や時の経過による固定資産の価値の減少分を表す減価償却費など「物

にかかるコスト」が26億1,353万7千円で31.3％、人件費など「人にかかるコスト」が14

億8,700万円で17.8％を占めています。なお「人件費」は、「職員給与費」、「賞与等引

当金繰入額」、「退職手当引当金繰入額」及び「その他」に分類しています。「職員給

与費」は、職員等に対して勤労の対価や報酬として支払われる費用をいいます。「賞与

等引当金繰入額」は、翌年度に支払うことが予定されている期末手当及び勤勉手当のう

ち、当年度の負担相当額を計上しています。 
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４．純資産変動計算書の説明【㊖P5 純資産変動計算書】 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が、１年間でどの

ように変動したかを表す財務書類です。 

純資産変動計算書においては、地方税、地方交付税などの一般財源、国県支出金などの特

定財源が純資産の増加要因として直接計上され、行政コスト計算書で算出された経常費用（純

行政コスト）が純資産の減少要因として計上されることなどを通じて、１年間の純資産総額

の変動が明らかにされます。 

令和3年度末の純資産は319億1,882万1千円で、１年間で3億3,057万4千円増加しています。

これは、純行政コストの減少(△14億5,849万8千円)がその財源である税収等や国県等補助金

の減少(△11億4,691万5千円)を上回ったことによるものです。 

今後も、経常的経費の見直しなどにより純行政コストの削減を行うとともに、一般財源の

確保に努め、純資産残高が減少することのないよう努力していく必要があります。 

 

１ 純行政コスト〔△78億5,840万5千円：前年度比△14億5,849万8千円〕 

純行政コストは、行政コスト計算書の「純行政コスト」欄の数値がそのまま計上され

ます。また、純資産変動計算書の各表示部分（固定資産等形成分及び余剰分（不足分））

の収支尻は、貸借対照表の純資産の部の各表示区分（固定資産等形成分及び余剰分（不

足分））と、純資産変動計算書の合計の収支尻は、貸借対照表の純資産合計と連動しま

す。純行政コストは純資産を消費する（減らす）ものですので、マイナスで表記します。 

 

２ 財源〔80億4,172万9千円：前年度比△11億4,691万5千円〕 

「財源」は、「税収等」及び「国県等補助金」に分類して計上しています。町税や地

方交付税のほか、一般財源として収入した各交付金や繰入金及び国や県から受け入れた

補助金の額を計上しています。特別定額給付金給付事業の国庫補助金の減少等により国

県等補助金が大幅に減少(△15億6,058万5千円)しています。 

 

３ 固定資産等の変動（内部変動）〔△2,924万2千円：前年度比＋4億1,839万6千円〕 

固定資産等の変動（内部変動）は、「有形固定資産等の増加」、「有形固定資産等の

減少」、「貸付金・基金等の増加」及び「貸付金・基金等の減少」に分類して計上して

います。 

有形固定資産等の増加（8億304万1千円：前年度比＋212万2千円）は、有形固定資産及

び無形固定資産の形成による保有資産の増加額または有形固定資産及び無形固定資産の

形成のために支出（または支出が確定）した金額をいいます。 

有形固定資産等の減少（△13億6,553万6千円：前年度比△6,623万9千円）は、有形固

定資産及び無形固定資産の減価償却費相当額及び除売却による減少額等をいいます。 

本年度は、減少資産が多かったこと等により、前年度に比べ6,623万9千円減少額が増

加しています。 

貸付金・基金等の増加（5億9,772万1千円：前年度比＋4億9,648万9千円）は、貸付金・

基金等の形成による保有資産の増加額または新たな貸付金・基金等のために支出した金

額をいいます。財政調整基金積立金及び減債基金積立金の増加等により、前年度に比べ4

億9,648万9千円増加しています。 

貸付金・基金等の減少（△6,446万8千円：前年度比△1,397万6千円）は、貸付金の償
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還及び基金の取崩等による減少額または貸付金の償還収入及び基金の取崩収入相当額等

をいいます。 

  令和3年度は、その他基金の取崩しが多かったため、前年度に比べ1,397万6千円減少額

が増加しています。 

 

４ 資産評価差額 

資産評価差額は、有価証券等の評価差額をいいます。令和3年度は該当ありません。 

 

５ 無償所管換等 

無償所管換等は、無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等をいいます。令和3

年度は町土地開発基金保有土地の無償所管換による取得等により1億4,725万円増加しま

した。 

  

６ その他 

   その他は、上記以外の純資産及びその内部構成の変動をいいます。令和3年度は該当あ

りません。 

 

５．資金収支計算書の説明【㊖P6 資金収支計算書】 

資金収支計算書は、地方公共団体の資金収支の状態、すなわち地方公共団体の内部の活動

に伴う資金利用状況及び資金獲得能力を明らかにすることを目的としており、一会計期間に

おける、地方公共団体の行政活動に伴う現金等の資金の流れを性質の異なる三つの活動に分

けて表示しています。３つの活動区分は、「業務活動収支」、「投資活動収支」及び「財務

活動収支」です。資金収支計算書の収支尻（本年度末資金残高）に本年度歳計外現金残高を

加えたもの（本年度末現金預金残高）は、貸借対照表の資産の部の流動資産「現金預金」と

一致します。 

 

１ 業務活動収支〔12億214万5千円：前年度比＋2億3,611万9千円〕 

業務活動収支は、税収、施設使用料、国県等補助金などの収受、人件費や物品の購入、

施設の維持管理費などのうち、投資活動・財務活動以外の取引による経常的に行われる

行政活動から発生する資金の収支状況を表したものです。 

業務活動収支は税収等収入の増加等により12億214万5千円の黒字（資金流入）となっ

ています。 

 

２ 投資活動収支〔△10億1,150万3千円：前年度比△3億3,012万4千円〕 

投資活動収支は、道路や学校等公共施設の整備に使った支出（有形固定資産の取得）

や、その財源となる国県からの補助金や基金取崩、資産売却といった収入を計上してい

ます。投資活動収支は10億1,150万3千円の不足が発生しており、その不足額は業務活動

で得た資金（いわゆる一般財源）及び地方債発行等、財務活動で得た資金により賄われ

ていることが分かります。 

 

３ 財務活動収支〔△1億6,304万9千円：前年度比＋6,066万4千円〕 

財務活動収支は、地方債の元金の償還など財務的な支出と、投資活動の財源となる地
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方債発行収入等を計上しています。 

財務活動収支は1億6,304万9千円の赤字となっています。これは、地方債の償還支出が

新規地方債発行収入を上回っているためです。不足額については、業務活動支出により

賄われています。 

 

４ 本年度末資金残高〔2億9,920万円：前年度比＋2,759万3千円〕 

令和2年度末に2億7,232万7千円であった歳計現金（資金）は、2,759万3千円増加し、

令和3年度末では2億9,920万円となっています。これは、投資活動収支及び財務活動収支

の赤字を業務活動収支の黒字が補ったことによるものです。 

 

 ５ 本年度末現金預金残高〔3億1,492万4千円：前年度比＋3,078万5千円〕 

本年度末資金残高に本年度末歳計外現金残高を加えたものが本年度末現金預金残高で、

令和3年度末で3億1,492万4千円となっています。歳計外現金が前年度より319万2千円増

加し、歳計現金が2,759万3千円増加したため、現金預金残高は前年度に比べ3,078万5千

円増加しています。これは、貸借対照表の資産の部の流動資産「現金預金」の金額と一

致します。 
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Ⅲ 福崎町全体の財務書類 

福崎町の令和3年度決算に基づく全体の財務書類４表については、「統一的な基準による地

方公会計マニュアル」に基づき作成しています。 

１．作成の基本的前提 

１ 連結対象会計等の範囲【㊖P26 連結対象法人等明細書（全体）】 

一般会計等 

一般会計 

公営企業会計 

水道事業会計 

工業用水道事業会計 

下水道事業会計 

工業団地造成事業会計 

特別会計 

国民健康保険事業特別会計 

後期高齢者医療事業特別会計 

介護保険事業特別会計 

２ 作成の基準日 

令和3年度末（令和4年3月31日）を作成の基準日としています。 

なお、出納整理期間（令和4年4月1日～令和4年5月31日）がある会計の出納については、

基準日までに終了したものとして処理しています。 

３ 減価償却 

(1)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

    ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

     ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

 イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

  取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

  取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

   ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

  取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

  取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

   なお、一部の連結対象団体においては、原則取得単価としています。 

(2)有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

  建物    6 年～50年 

  工作物   3 年～60年 

  物品    4 年～11年 
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② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。） 

 

４ 連結の方法 

福崎町全体（連結）の財務書類は、連結対象の範囲となる会計の個々の行政サービス

実施主体を一つの行政サービス実施主体とみなして作成しています。 

作成にあたっては、まず連結対象会計等の範囲を決定し、それぞれの会計の個別財務

書類を作成することが必要です。ただし、それらの個別財務書類は、基本的にそれぞれ

の会計基準等に基づき作成されているため、そのままの科目や金額で連結財務書類に当

てはめることが適当でない場合があります。 

そこで、まず、連結財務書類の科目に揃えるために、それぞれの個別財務書類の表示

科目などの読替を行い、統一的な基準による地方公会計財務書類に修正をしていきます。

次に、連結する会計間での取引（補助金・負担金・出資金）は、連結の範囲となる連結

対象団体（会計）をひとつの行政サービスの実施主体とみなして連結財務書類を作成す

ることから、原則すべての取引（内部取引）を相殺消去し、連結しています。 

 

２．福崎町全体の貸借対照表の説明【㊖P27 貸借対照表 (全体)】 

１ 資産合計      681億6,838万1千円 （前年度比△11億6,116万7千円） 

有形固定資産     632億1,732万9千円 （前年度比△15億7,462万7千円） 

投資その他の資産   13億8,607万1千円 （前年度比△2,435万8千円） 

流動資産          35億6,498万1千円 （前年度比＋4億3,883万4千円） 

福崎町全体において保有する資産は681億6,838万1千円です。前年度に比べ11億6,116万7

千円減少しています。 

有形固定資産は632億1,732万9千円で、前年度に比べ15億7,462万7千円減少しているのは、

大型事業の完了等による増加資産の減少及び減価償却累計額の増加が主な要因です。 

投資その他の資産は13億8,607万1千円です。前年度に比べ2,435万8千円減少しています。

投資その他の資産のうち長期延滞債権は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護

保険料が計上されたため1億1,029万2千円となっています。長期滞納債権の回収が進んだた

め、前年度に比べ1,302万8千円減少しています。基金は、11億1,267万2千円となっていま

す。前年度に比べ630万9千円減少しているのは、一般会計等の基金が4,802万円増加、下水

道事業会計の基金が5,432万9千円減少したのが主な要因です。 

流動資産は35億6,498万1千円です。前年度に比べ4億3,883万4千円増加しています。流動

資産のうち現金預金は、一般会計等の現金預金と連結する会計の現金預金など合わせて15

億8,854万6千円となっています。未収金は6,357万2千円となっており、前年度に比べ3,716

万9千円減少しています。基金は財政調整基金が一般会計等、国民健康保険事業、介護保険

事業、さらに減債基金が一般会計等に計上されたため、18億9,730万1千円となっています。

前年度に比べ4億7,947万5千円増加しています。 
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２ 負債合計   229億4,451万4千円（前年度比△ 11億1,270万4千円） 

固定負債    209億2,595万5千円（前年度比△5億5,357万2千円） 

流動負債     20億1,855万9千円（前年度比△5億5,913万2千円） 

福崎町の全体において保有する負債合計は、229億4,451万4千円です。前年度に比べ11

億1,270万4千円減少しています。負債のうち固定負債は209億2,595万5千円で、前年度に比

べ5億5,357万2千円減少しているのは、一般会計等の地方債が2億3,716万9千円減少、下水

道事業会計の地方債が2億2,852万6千円減少したことが主な要因です。流動負債は20億

1,855万9千円で、前年度に比べ5億5,913万2千円減少しているのは、1年内償還予定地方債

等が5億2,947万1千円減少、未払金が2,724万6千円減少したことが主な要因です。 

 

３ 純資産の部（資産合計－負債合計） 

純資産合計  452億2,386万7千円（前年度比△4,846万3千円） 

福崎町全体の純資産は452億2,386万7千円となっています。前年度に比べて4,846万3千

円減少しているのは、資産合計の減少(△11億6,116万7千円)に対し、負債合計の減少(△

11億1,270万4千円)が少ないことによるものです。 

 

３．福崎町全体の行政コスト計算書の説明【㊖P29 行政コスト計算書（全体） 

㊖P30 住民1人当たり】 

福崎町全体の純行政コストは119億1,243万8千円となっており、前年度に比べて12億

7,543万4千円減少しています。一般会計で14億5,849万8千円減少、特別会計・企業会計で1

億8,306万4千円増加しています。 

 

４．福崎町全体の純資産変動計算書の説明 

【㊖P31 純資産変動計算書（全体）】 

福崎町全体の純資産は452億2,386万7千円となっており、前年度に比べて4,846万3千円減

少しています。一般会計で3億3,057万4千円減少、特別会計・企業会計で2億8,211万1千円

増加しています。 

 

５．福崎町全体の資金収支計算書の説明【㊖P32 資金収支計算書（全体）】 

福崎町全体の本年度末現金預金残高は15億8,854万6千円となっており、前年度に比べて

350万円減少しています。業務活動収支は23億4,437万4千円の黒字となっています。補助金

等支出が14億7,603万9千円減少、その他の支出が3億3,865万9千円増加、国県等補助金収入

が17億2,606万2千円減少、税収等収入が4億6,401万1千円増加、その他の収入が8億7,648

万2千円増加したこと等により、前年度に比べて6億6,770万7千円増加しています。投資活

動収支は13億947万7千円の赤字となっています。公共施設等整備費支出が3億4,306万1千円

減少、基金積立金支出が5億1,663万1千円増加したこと等により、前年度に比べて1億7,160

万1千円赤字が増加しています。財務活動収支は10億4,158万9千円の赤字となっています。

地方債等償還支出が9億4,641万9千円増加、地方債等発行収入が2億2,605万9千円減少した

ことにより、前年度に比べて7億1,752万3千円赤字が増加しています。 
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Ⅳ 福崎町連結ベース財務書類 

福崎町の令和3年度決算に基づく福崎町連結ベースの財務書類４表については、「統一的な

基準による地方公会計マニュアル」に基づき作成しています。 

１．作成の基本的前提 

１ 連結対象会計等の範囲【㊖P44 連結対象法人等明細書】 

一般会計等 

 一般会計 

公営企業会計 

水道事業会計 

工業用水道事業会計 

下水道事業会計 

工業団地造成事業会計 

特別会計 

国民健康保険事業特別会計 

後期高齢者医療事業特別会計 

介護保険事業特別会計 

一部事務組合・広域連合 

中播衛生施設事務組合 

くれさか環境事務組合 

中播北部行政事務組合 

姫路福崎斎苑事務組合 

兵庫県後期高齢者医療広域連合 

第三セクター 

㈱もちむぎ食品センター 

２ 作成の基準日 

令和3年度末（令和4年3月31日）を作成の基準日としています。 

なお、出納整理期間（令和4年4月1日～令和4年5月31日）がある会計の出納については、

基準日までに終了したものとして処理しています。 

㈱もちむぎ食品センターについては、第33期決算（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

を令和3年度決算として連結財務書類を作成しています。 

３ 減価償却 

(1)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法 

① 有形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

    ア 昭和 59 年度以前に取得したもの･･･････････再調達原価 

     ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 

 イ 昭和 60 年度以後に取得したもの 

  取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

  取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

   ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1円としています。 
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② 無形固定資産･･････････････････････････････取得原価 

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。 

  取得原価が判明しているもの････････････････取得原価 

  取得原価が不明なもの･･････････････････････再調達原価 

   なお、一部の連結対象団体においては、原則取得単価としています。 

(2)有形固定資産等の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

  建物    6 年～50年 

  工作物   3 年～60年 

  物品    4 年～11年 

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）･････････定額法 

（ソフトウェアについては、見込利用期間（５年）に基づく定額法によっています。） 

 

４ 連結の方法 

福崎町連結ベースの財務書類は、連結対象の範囲となる会計の個々の行政サービス実

施主体を一つの行政サービス実施主体とみなして作成しています。 

なお、一部事務組合・広域連合は、当該年度の経費負担割合に応じて比例連結をして

います。作成にあたっては、まず連結対象会計等の範囲を決定し、それぞれの会計の個

別財務書類を作成することが必要です。ただし、それらの個別財務書類は、基本的にそ

れぞれの会計基準等に基づき作成されているため、そのままの科目や金額で連結財務書

類に当てはめることが適当でない場合があります。 

そこで、まず、連結財務書類の科目に揃えるために、それぞれの個別財務書類の表示

科目などの読替を行い、統一的な基準による地方公会計財務書類に修正をしていきます。

次に、連結する会計間での取引（補助金・負担金・出資金・委託料など）は、連結の範

囲となる連結対象団体（会計）をひとつの行政サービスの実施主体とみなして連結財務

書類を作成することから、原則すべての取引（内部取引）を相殺消去し、連結していま

す。 
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２．福崎町の連結ベース貸借対照表の説明【㊖P45 貸借対照表（連結）】 

１ 資産の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福崎町の連結の資産合計は694億3,318万3千円であり、前年度に比べて10億6,620万5千円減

少しています。減少の主な要因は、固定資産が前年度に比べ13億9,384万6千円減少、流動資

産が前年度に比べ3億2,764万1千円増加したことによるものです。 
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連結の有形固定資産を行政目的別でみると、「生活インフラ・国土保全」が402億7,156

万4千円と最も多く、有形固定資産全体の62.7％を占めています。次に多いのが「教育」で

101億3,635万円となっており、有形固定資産全体の15.8％を占めています。 
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福崎町の連結の投資その他の資産合計は14億7,167万3千円であり、前年度に比べて2,901

万8千円減少しています。減少の主な要因は、下水道事業会計の基金が前年度に比べ5,432万9

千円減少していること等によるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福崎町の流動資産合計は37億9,040万5千円であり、前年度に比べて3億2,764万1千円増加し

ています。増加の主な要因は、一般会計等の基金が4億4,823万4千円増加、くれさか環境事務

組合会計の基金が前年度に比べ6,014万1千円減少していること等によるものです。 
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２ 負債の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福崎町の連結の負債合計は229億6,396万7千円であり、前年度に比べて11億2,193万2千円減

少しています。負債のうち固定負債は209億3,485万8千円で、前年度に比べて5億5,363万5千

円減少、流動負債は20億2,910万9千円で、前年度に比べて5億6,829万7千円減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結の地方債（固定負債と流動負債の合計）は、217億2,951万6千円で、前年度に比べて10

億5,117万8千円減少しています。 
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３ 純資産の部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結の純資産合計は464億6,921万6千円となっており、前年度に比べて5,572万7千円増加し

ています。住民１人当たりでは2,476,773円となっています。 

 

３．福崎町の連結行政コスト計算書の説明 

【㊖P47 行政コスト計算書（連結） ㊖P48 住民1人当たり 】 
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連結の純行政コストは139億9,056万2千円となっています。特別定額給付金給付事業の補助

費等の減少等により前年度に比べて11億5,571万2千円減少しています。住民１人当たりでは

745,686円となっています。 

 

４．福崎町の連結純資産変動計算書の説明  

【㊖P49 純資産変動計算書（連結）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結の純資産は、464億6,921万6千円となっており、前年度に比べて5,572万7千円増加して

います。住民１人当たりの純資産は、一般会計等で1,701,248円、全体で2,410,397円、連結

で2,476,773円となっています。 
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５．福崎町の連結の資金収支計算書の説明 

【㊖P50 資金収支計算書（連結）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結の業務活動収支は23億8,071万1千円の黒字となっており、税収等収入の増等により前

年度に比べて5億6,562万3千円黒字が増加しています。 

連結の投資活動収支は13億8,711万8千円の赤字となっており、前年度に比べて公共施設等

整備費支出が2億2,712万2千円減少、基金積立金支出が5億6,159万3千円増加しています。 

連結の財務活動収支は10億5,508万1千円の赤字となっており、前年度に比べて地方債等償

還支出が9億3,572万5千円増加しています。 

連結の本年度現金預金残高は17億6,118万8千円となっており、財務活動収支の赤字が増加

したこと等により、前年度に比べて5,635万7千円減少しています。 

住民１人当たりの本年度末現金預金残高は、連結で93,870円となっています。 
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Ⅴ 指標による分析 

歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、これまでに形成されたストック（資

産）が歳入の何年分に相当するかを示す指標となります。この比率（年数）が多いほどスト

ック（資産）形成が進んでいることを表します。 

● 資産合計 ÷ 歳入総額  

【一般会計等】4.6年  443億1,533万4千円 ÷ 97億1,527万6千円 

【全  体】  4.0年  681億6,838万1千円 ÷ 169億2,414万2千円 

【連  結】 3.6年  694億3,318万3千円 ÷ 194億4,361万7千円  

 

有形固定資産減価償却率(資産老朽化比率) 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合を算

定することにより、耐用年数に対し、償却資産の取得からどの程度経過しているのかを示す

指標となります。比率が高いほど老朽化が進んでいることを表します。 

●比 率＝減価償却累計額÷(有形固定資産合計-土地等の非償却資産＋減価償却累計額) 

【一般会計等】 

有形資産の名称 

有形固定資産合計-

土地等の非償却資

産＋減価償却累計

額Ａ   (千円) 

減価償却累計額 

Ｂ    (千円) 

資産老朽化比率 

(Ｂ/Ａ) 

事業用資産   21,407,177 12,678,062 59.2% 

インフラ資産 37,344,301 24,502,927 65.6% 

有形固定資産合計 59,322,178 37,589,568 63.4% 

・福崎町の一般会計等では、有形固定資産全体で63.4%となっています。 

 

将来世代負担比率 

社会資本形成を表す有形・無形固定資産のうち、地方債による形成割合を算定することに

より、将来返済しなければならない、今後の世代の負担割合を示す指標となります。 

この比率が低いほど将来世代の負担が少ないと言えます。 

●比 率＝（ 地方債残高(特例地方債を除く) ÷ 有形・無形固定資産合計 ）×100  

【一般会計等】16.5%      66億3,759万3千円 ÷ 401億3,872万1千円 × 100 

【全   体】28.2%     178億5,229万4千円 ÷ 632億1,732万9千円 × 100 

【連   結】27.8%    178億5,324万8千円 ÷ 641億7,110万5千円 × 100 

福崎町【一般会計等】は、16.5%となっており、前年度より0.2%減少しています。 
 

純資産比率 

この比率は資産のうち償還義務のない純資産の割合を示す指標であり、企業会計における

自己資本比率に相当するものです。この比率が高いほど負債の割合が低く、将来世代の負担

が低いといえますが、世代間負担の公平を図るためには、この負担のバランスにも留意する

ことが必要となります。 
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●比 率 ＝（ 純資産合計 ÷ 資産合計 ） × 100  

【一般会計等】72.0%   319億1,882万1千円 ÷ 443億1,533万4千円 × 100 

【全   体】66.3%   452億2,386万7千円 ÷ 681億6,838万1千円 × 100 

【連   結】66.9%   464億6,921万6千円 ÷ 694億3,318万3千円 × 100 

福崎町【一般会計等】は、72.0%となっており、前年度より0.5%増加しています。 

 

受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は、受益者負担の金額であるため、経常収益の経常費

用に対する割合を算定することにより、行政サービスに係る受益者の負担割合を示す指標と

なります。 

●比 率＝（  経常収益  ÷ 経常費用 ）  ×100  

【一般会計等】 5.7%   4億7,736万8千円 ÷  83億3,949万8千円 × 100 

【全   体】15.1%   21億   1,558万円 ÷ 140億2,860万6千円 × 100 

【連   結】14.1%   22億9,008万6千円 ÷ 162億7,982万4千円 × 100 

福崎町【一般会計等】は、5.7%となっており、前年度より3.5%増加しています。 

 

基礎的財政収支(プライマリーバランス) 

地方債等の元利償還額を除いた歳出と、地方債等発行収入を除いた歳入のバランスを示す

指標となり、当該バランスが均衡している場合には、経済成長率が長期金利を下回らない限

り経済規模に対する地方債等の比率は増加せず、持続可能な財政運営が実現できていると捉

えることができます。 

●基礎的財政収支＝（ 業務活動収支(支払利息支出を除く)＋投資活動収支(基金分除く)   

【一般会計等】  6億6,216万3千円   11億6,582万5千円 ＋ △5億   366万2千円 

【全   体】 17億3,474万3千円   25億 513万8千円 ＋ △7億 7,039万5千円 

【連   結】 16億5,343万9千円   25億4,153万7千円 ＋ △8億 8,809万8千円 

福崎町【一般会計等】は、前年度の黒字(3億7,911万千円)から2億8,305万3千円増加し、6

億6,216万3千円の黒字となっています。 

 

債務償還可能年数 

当該年度のストック情報である実質債務(将来負担額－充当可能基金残高)が当該年度のフ

ローの業務活動収支の黒字分を償還財源とする場合にその何年分あるか示す指標です。 

●債務償還可能年数＝ ( 将来負担額－充当可能基金残高 )÷(業務収入等－業務支出)  

※将来負担額及び充当可能基金残高については、地方公共団体健全化法上の将来負担比率の算定式による。

業務収入及び業務支出は資金収支計算書による。 

【一般会計等】  11.7年    140億8,796万6千円÷12億494万9千円  

福崎町【一般会計等】の償還年数は11.7年となっています。 
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